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社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会 見守り活動支援事業助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、伊勢崎市ふれあいの居場所づくり事業の補助金交付を受け、かつ、地域の支

え合いによる見守り活動を推進するふれあいの居場所（以下「居場所」という。）に対して、社会

福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会（以下「本会」という。）がこの要綱の定めるところにより、予

算の範囲内において、その活動費や備品購入等の一部を助成し、もって地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする。 

 

（助成対象） 

第２条 助成金は、地域の見守り活動の推進を行う居場所の運営事業を対象とする。 

２ 助成対象となる経費は、以下のものとする。 

 （１）地域の見守り活動を推進する居場所の運営に要する経費 

 （２）６年以上運営する居場所に対する継続に係る備品購入等の経費 

（３）その他の活動に要する経費 

 

（助成金の額等） 

第３条 前条第２項（１）に対する助成金の額は、居場所１か所につき、年間 ２万４千円を限度額

とする。 

２ 前項の助成金額について、年度途中に立ち上げた居場所は、事業を開始した月から年度末まで

の月数に月額２千円を乗じた金額を限度額とする。 

３ 前条第２項第２号に対する助成金の額は、居場所１か所につき３万円を限度額とし、交付は６

か年に１回を限度とする。 

４ 助成金は共同募金配分金を財源とし、予算の範囲内とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書（別記様式第１号）に、以下の

書類を添えて、本会会長（以下「会長」という。）が定める日までに提出しなければならない。 

 （１）伊勢崎市ふれあいの居場所づくり事業補助金交付決定通知書の写し 

 （２）振込口座通帳（表紙・表紙裏側）の写し 

２ 助成対象事業の目的及び内容により、前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の規定に

よる添付書類について、会長が必要ないと認めるときは、省略させることができる。 

 

（助成金の審査） 

第５条 会長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、当該年

度の事業計画の定めるところにより選定するものとする。 

 

（助成金の交付決定） 

第６条 会長は、選定された事業（以下「助成事業」という。）について、助成金の交付を適当と認

めるときは、交付の決定をし、助成金交付決定通知書（別記様式第２号）により通知する。 
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（助成金交付の条件） 

第７条 会長は、助成金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付すものと

する。 

 （１）助成事業に要する経費の配分の変更若しくは助成事業の内容の変更（軽微な変更を除く）

をする場合においては、会長の承認を受けること。 

 （２）助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ事業変更（中止・廃止）承

認申請書（別記様式第３号）を会長に提出し、その承認を受けること。 

 （３）助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合におい

ては、すみやかに会長に報告してその指示を受けること。 

 

（決定の取消） 

第８条 会長は、助成金の交付を申請した者（以下「助成事業者」という。）が助成金を転用若しく

は、その他助成事業に関して助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等又は

これに基づく処分に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

 

（事情変更による決定の取消等） 

第９条 会長は、助成金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が

生じたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくは

これに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部

分については、この限りではない。 

 

（助成金の返還） 

第１０条 会長は、助成金の交付の決定を取り消した場合、助成事業の当該取り消しに係る部分に

関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還通知書（別紙様式第４

号）により通知し、その返還を命ずる。 

 

（実績報告） 

第１１条 助成事業者は、助成事業の完了の日（助成事業の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。

以下同じ。）から起算して１ヶ月を経過した日までに、助成事業の成果を記載した助成事業実績

報告書（別記様式第５号）を会長に提出しなければならない。会長は助成事業の完了・中止又は

廃止に係る助成事業の成果の報告を受け、助成金額の確定を行うものとする。 

 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 
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附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


